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国立大学法人九州大学特定有期教員就業規則

平成１８年度九大就規第１４号

制 定：平成１９年 ３月２８日

最終改正：令和 ６年 ６月２８日

（令和６年度九大就規第２号）

（趣旨）

第１条 この規則は、特定有期教員の勤務条件、服務規律その他の就業に関する基本的事

項について、国立大学法人九州大学就業通則（平成１６年度九大就規第１号。以下「就

業通則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この規則において「特定有期教員」とは、就業通則第２条第１項第１号に定める

教員のうち、本学が特に認める業務に従事するために、期間を定めて雇用される者をい

う。

（職種及び職務）

第３条 特定有期教員の職種は、全学管理教員、特定プロジェクト教員、寄附講座教員及

び寄附研究部門教員（当該寄附講座及び寄附研究部門に係る寄附金により期間を定めて

雇用される者をいう。以下同じ。）、共同研究部門教員(当該研究部門に係る研究経費によ

り期間を定めて雇用される者をいう。以下同じ。)、卓越研究員制教員並びに稲盛フロン

ティアプログラム教員とする。

２ 特定有期教員の職務は、職種に応じてそれぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 全学管理教員 全学的な対応が必要なものとして本学が認める業務

(2) 特定プロジェクト教員 特定の目的のための教育研究業務

(3) 寄附講座教員 寄附講座の教育研究業務

(4) 寄附研究部門教員 寄附研究部門の教育研究業務

(5) 共同研究部門教員 共同研究部門の研究業務

(6) 卓越研究員制教員 卓越研究員制教員育成計画に基づく教育研究業務

(7) 稲盛フロンティアプログラム教員 稲盛フロンティアプログラムに基づく教育研究

業務

（雇用期間）

第４条 全学管理教員及び特定プロジェクト教員の雇用期間に関しては、次に掲げるとお

りとする。

(1) 雇用期間は、５年を限度とする。

(2) 全学管理教員又は特定プロジェクト教員を５年に満たない期間で雇用した場合は、

雇用した日から５年を超えない範囲内で更新することがある。ただし、科学技術・イ

ノベーション創出の活性化に関する法律(平成２０年法律第６３号）第１５条の２第１

項に該当する者にあっては、前号の規定にかかわらず、雇用した日から１０年を超え

ない範囲内で更新することがある。

(3) 前２号の規定にかかわらず、全学管理教員又は特定プロジェクト教員が従事する全

学的な対応が必要なものとして本学が認める業務又は特定の目的のための教育研究業

務の期間を超えることはできない。また、特定プロジェクト教員のうち民間等からの

寄附金又は研究経費により期間を定めて設置された組織等に置く者は、当該組織等の

存続期間に限るものとする。

(4) 前３号の規定にかかわらず、全学管理教員の雇用期間について、別に定めがある場

合には、その定めるところによる。
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２ 寄附講座教員、寄附研究部門教員及び共同研究部門教員の雇用期間に関しては、次に

掲げるとおりとする。

(1) 雇用期間は、５年を限度とする。

(2) 寄附講座教員、寄附研究部門教員又は共同研究部門教員を５年に満たない期間で雇

用した場合は、雇用した日から５年を超えない範囲内で更新することがある。ただし、

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成２０年法律第６３号）第１

５条の２第１項に該当する者にあっては、前号の規定にかかわらず、雇用した日から

１０年を超えない範囲内で更新することがある。

(3) 前２号の規定にかかわらず、寄附講座教員、寄附研究部門教員及び共同研究部門教

員が担当する寄附講座、寄附研究部門又は共同研究部門の存続期間を超えることはで

きない。

３ 卓越研究員制教員及び稲盛フロンティアプログラム教員の雇用期間に関しては、次に

掲げるとおりとする。

(1) 雇用期間は、５年とする（労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第１４条に規定

する要件を満たす者に限る。）。

(2) 前号以外の者の雇用期間は、３年とする。

(3) 前号の雇用期間満了後、１回に限り雇用期間を２年更新することがある。

４ 前３項の規定にかかわらず、特定有期教員の雇用期間の限度となる日は、国立大学法

人九州大学教員の定年に関する規程（平成１６年度九大就規第１２号）第２条に定める

定年による退職の日を越えることはできないものとする。

（年度一時金）

第５条 全学管理教員には、各事業年度の３月において、国立大学法人九州大学職員給与

規程（平成１６年度九大就規第１４号）に定める基本給月額の支給日（以下単に「支給

日」という。）に、年度一時金を支給する。ただし、事業年度中途に退職し、又は解雇さ

れた場合には、当該退職日若しくは解雇された日の属する月又は当該月の翌月の支給日

に支給する。

２ 前項の規定にかかわらず、全学管理教員が次の各号のいずれかに該当する場合は、年

度一時金は支給しない。

(1) 当該事業年度の勤続期間が６月未満の場合（業務上の傷病又は死亡により退職する

場合及び通勤（労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）第７条第２項に規

定する通勤をいう。）途上における傷病又は死亡により退職する場合を除く。）

(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合で、雇用契約を継続することが困難になったことに

より解雇された場合

(3) 就業通則第４４条第２項第１号に規定する懲戒解雇をされた場合

３ 前項第１号の勤続期間の計算については、国立大学法人九州大学職員退職手当規程（平

成１６年度九大就規第２７号）第９条第１項、第２項及び第５項（第１号を除く。）の規

定による勤続期間の計算を準用することとし、この場合において、「職員」とあるのは「特

定有期教員（ただし、全学管理教員に限る。）」と読み替えるものとする。

４ 年度一時金の額は、当該事業年度の末日又は退職若しくは解雇の日にその者が受けて

いる基本給月額及び基本給調整額の合計額とする。

５ 年度一時金の支払いは、原則として、職員の指定する職員本人の預貯金口座への振込

みによる。

（有期教員就業規則の準用）

第６条 特定有期教員の休職、退職、解雇、解雇制限、解雇予告及び懲戒については、国
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立大学法人九州大学有期教員就業規則（平成１６年度九大就規第３号）第４条から第１

２条までの規定を準用する。この場合において「有期教員」とあるのは「特定有期教員」

と、同規則第６条第６項において「給与規程第３０条第２項第２号ロに掲げる有期教員」

とあるのは「職員（就業通則第２条第２項に掲げる職員を除く。）」と読み替えるものと

する。

（特定プロジェクト教員等の給与）

第７条 特定プロジェクト教員、寄附講座教員及び寄附研究部門教員、共同研究部門教員

卓越研究員制教員並びに稲盛フロンティアプログラム教員の給与については、国立大学

法人九州大学特定プロジェクト教員等給与規程（平成２７年度九大就規第７号）で定め

る。

附 則

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。

附 則（平成１９年度九大就規第４号）

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則（平成２０年度九大就規第８号）

（施行期日）

第１条 この規則は、平成２１年４月１日から施行する。

（年度一時金に係る規定の特定プロジェクト教員への準用）

第２条 平成２１年３月３１日から引き続き在職し、国立大学法人九州大学職員給与規程

（平成１６年度九大就規第１４号）第９条第１項第３号に規定する教育職基本給表の適

用を受ける特定プロジェクト教員については、この規則による改正後の国立大学法人九

州大学特定有期教員就業規則（平成１８年度九大就規第１４号）第５条の規定を準用し、

年度一時金を支給する。この場合において、「全学管理教員」とあるのは「特定有期教員」

と、「特定有期教員（ただし、全学管理教員に限る。）」とあるのは「特定有期教員」と読

み替えるものとする。

附 則（平成２２年度九大就規第６号）

１ この規則は、平成２２年１０月１日から施行する。

２ 改正後の国立大学法人特定有期教員就業規則は、平成２２年１０月１日以降に本学に

雇用される者から適用する。

附 則（平成２２年度九大就規第２５号）

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。

附 則（平成２３年度九大就規第１４号）

この規則は、平成２３年１１月１日から施行する。

附 則（平成２４年度九大就規第１５号）

１ この規則は、平成２５年４月１日から施行する。

２ 平成２５年３月３１日以前から引き続き雇用されている全学管理教員及び特定プロジ

ェクト教員の雇用期間については、改正後の国立大学法人九州大学特定有期教員就業規

則第４条第１項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

３ 平成２５年３月３１日以前から引き続き雇用されている寄附講座教員、寄附研究部門

教員及び共同研究部門教員の雇用期間については、改正後の国立大学法人九州大学特定

有期教員就業規則第４条第２項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、雇

用期間の限度となる日は、平成３０年３月３１日を越えることはできないものとする。

附 則（平成２５年度九大就規第８号）

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。
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附 則（平成２７年度九大就規第４号）

１ この規則は、平成２７年１２月１日から施行する。

２ 平成２７年１１月３０日から引き続き在職し、現にこの規則による改正前の国立大学

法人九州大学特定有期教員就業規則（平成１８年度九大就規第１４号）の適用を受けて

いる特定プロジェクト教員、寄附講座教員及び寄附研究部門教員並びにテニュアトラッ

ク制教員（以下「特定プロジェクト教員等」という。）については、特定プロジェクト教

員等として引き続き在職する間、なお従前の例による。

附 則（平成２８年度九大就規第６号）

この規則は、平成２８年８月１日から施行する。

附 則（令和元年度九大就規第２２号）

この規則は、令和元年１２月１４日から施行する。

附 則（令和３年度九大就規第１７号）

この規則は、令和４年４月１日から施行する。

附 則（令和５年度九大就規第１６号）

この規則は、令和５年１０月１日から施行する。

附 則（令和６年度九大就規第２号）

この規則は、令和６年７月１日から施行する。


